
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
新
旧
対
照
条
文

じ
ん

○
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
十
日
政
令
第
四
百
三
号
）

じ
ん

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
特
定
地
方
公
共
団
体
の
基
準
等
）

（
特
定
地
方
公
共
団
体
の
基
準
等
）

第
一
条

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法

第
一
条

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法

じ
ん

じ
ん

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
激
甚
災
害
（

該
当
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
激
甚
災
害
（

じ
ん

法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
、
か
つ
、

法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
、
か
つ
、

じ
ん

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
法
の
規
定
の
適
用
が
指
定

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
法
の
規
定
の
適
用
が
指
定

さ
れ
た
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に

さ
れ
た
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
業
ご
と
の
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
負
担
額
を
合
算
し
た

掲
げ
る
事
業
ご
と
の
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
負
担
額
を
合
算
し
た

額
の
当
該
激
甚
災
害
が
発
生
し
た
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
会
計
年
度
に

額
の
当
該
激
甚
災
害
が
発
生
し
た
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
会
計
年
度
に

じ
ん

お
け
る
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
標
準
税
収
入
（
法
第
四
条
第
一
項

お
け
る
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
標
準
税
収
入
（
法
第
四
条
第
一
項

第
一
号
の
標
準
税
収
入
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
割
合
が
都
道

第
一
号
の
標
準
税
収
入
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
割
合
が
都
道

府
県
に
あ
つ
て
は
百
分
の
十
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
を
超
え
る

府
県
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
百
分
の
十
を
こ
え

も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２

略
１

（
略
）

２

略


